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「青森県林地開発許可制度実施要綱」の一部改正新旧対照表

改 正 後 現 行

青森県林地開発許可制度実施要綱 青森県林地開発許可制度実施要綱

第１条、第２条 (略 ） 第１条、第２条 (略 ）

（許可の申請等） （許可の申請等）

第３条 申請 者は、省令に定 めるもののほか、青森県 第３条 申 請者は、省令 に定めるもののほか、青森県

林地開発許 可申請書類作成 基準（別記１）に基づき 林地開発 許可申請書類 作成基準（別記１）に基づき

申請書類を 作成し、知事（ 農林水産事務所長）に提 申請書類 を作成し、知 事（地域県民局長）に提出す

出するものとする。 るものとする。

２ （略） ２ （略）

３ 許可前に 、当該申請に係 る開発行為の計画を中止 ３ 許可前 に、当該申請 に係る開発行為の計画を中止

しようとす る者は、林地開 発許可申請取下書（第１ しようと する者は、林 地開発許可申請取下書（第１

号様式）を 知事（農林水産 事務所長）に提出するも 号様式） を知事（地域 県民局長）に提出するものと

のとする。 する。

４ 太陽光又 は風力の発電設 備の設置を目的とする林 ４ (新 設）

地 開 発許可 の申請者は、申 請に際して別記２に掲げ

る事項について配慮することとする。

（開発行為の着手） （開発行為の着手）

第４条 開発 行為者は、開発 行為に着手したときは、 第４条 開 発行為者は、 開発行為に着手したときは、

遅滞なく、 林地開発行為着 手届（第２号様式）を知 遅滞なく 、林地開発行 為着手届（第２号様式）を知

事（農林水産事務所長）に提出するものとする。 事（地域県民局長）に提出するものとする。

第５条 (略） 第５条 (略 ）
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（施行状況の報告） （施行状況の報告）

第 ６ 条 開 発 行 為 者 は 、 第 16 条 に 基 づ く 開 発 行 為 の 第 ６ 条 開 発 行 為 者 は 、 第 15 条 に 基 づ く 開 発 行 為 の
完了の確認 を受けるまでの 間、開発行為の施行状況 完了の確 認を受けるま での間、開発行為の施行状況

を施行状況 報告書（第４号 様式）により知事（農林 を施行状 況報告書（第 ４号様式）により知事（地域

水産事務所長）に報告するものとする。 県民局長）に報告するものとする。
２ 前 項 の 報 告 は 、 毎 年 ６ 月 末 日 、 ９ 月 末 日 、 12 月 ２ 前 項 の 報 告 は 、 毎 年 ６ 月 末 日 、 ９ 月 末 日 、 12 月
末日及び３月末日現在の状況について、翌月の 10 末日及び３月末日現在の状況について、翌月の 10
日までに行うものとする。 日までに行うものとする。

（開発行為の計画の変更） （開発行為の計画の変更）

第７条 次に 掲げる事項につ いて開発行為の計画を変 第７条 次 に掲げる事項 について開発行為の計画を変
更しようと する開発行為者 は、開発行為の計画を変 更しよう とする開発行 為者は、開発行為の計画を変

更する前に、林地開発変更許可申請書（第５号様式） 更する前に、林地開発変更許可申請書（第５号様式）

を知事（農 林水産事務所長 ）に提出し、許可を受け を知事（ 地域県民局長 ）に提出し、許可を受けるも
るものとする。 のとする。

(1)～ (4) （ 略 ） (1)～ (4) （ 略 ）

２ 前 項 に規 定する事項以外 の事項について開発行為 ２ 前項に 規定する事項 以外の事項について開発行為
の計画を変 更した開発行為 者は、変更後の開発行為 の計画を 変更した開発 行為者は、変更後の開発行為

に着手する 前に林地開発行 為変更届（第６号様式） に着手す る前に林地開 発行為変更届（第６号様式）

を知事（農林水産事務所長）に提出するものとする。 を知事（地域県民局長）に提出するものとする。

（開発行為の中止等） （開発行為の中止等）

第８条 開発 行為を中止しよ うとする開発行為者は、 第８条 開 発行為を中止 しようとする開発行為者は、
開発行為を 中止する前に、 林地開発行為一時中止届 開発行為 を中止する前 に、林地開発行為一時中止届

（第７号様 式）を知事（農 林水産事務所長）に提出 （第７号 様式）を知事 （地域県民局長）に提出する

するものとする。 ものとする。
２ 中止した 開発行為に再着 手しようとする開発行為 ２ 中止し た開発行為に 再着手しようとする開発行為

者は、開発 行為に再着手す る前に林地開発行為再着 者は、開 発行為に再着 手する前に林地開発行為再着
手届（第８ 号様式）を知事 （農林水産事務所長）に 手届（第 ８号様式）を 知事（地域県民局長）に提出

提出するものとする。 するものとする。
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（開発行為の廃止） （開発行為の廃止）

第９条 開発 行為を廃止しよ うとする開発行為者は、 第９条 開 発行為を廃止 しようとする開発行為者は、

開発行為を 廃止する前に、 林地開発行為廃止届（第 開発行為 を廃止する前 に、林地開発行為廃止届（第

９号様式） を知事（農林水 産事務所長）に提出する ９号様式 ）を知事（地 域県民局長）に提出するもの

ものとする。 とする。

（開発行為の延期） （開発行為の延期）

第 10 条 開発行為を延期しようとする開発行為者は、 第 10 条 開発行為を延期しようとする開発行為者は、

開発行為の 完了予定日の前 に、林地開発行為延期届 開発行為 の完了予定日 の前に、林地開発行為延期届

（ 第 10 号 様 式 ） を 知 事 （ 農 林 水 産 事 務 所 長 ） に 提 （ 第 10 号 様 式 ） を 知 事 （ 地 域 県 民 局 長 ） に 提 出 す
出するものとする。 るものとする。

（開発行為者の氏名等の変更） （開発行為者の氏名等の変更）

第 11 条 開 発 行 為 を 完 了 す る 前 に 氏 名 又 は 住 所 （ 法 第 11 条 開 発 行 為 を 完 了 す る 前 に 氏 名 又 は 住 所 （ 法

人にあって はその名称又は 主たる事務所の所在地） 人にあっ てはその名称 又は主たる事務所の所在地）

に変更があ った開発行為者 は、遅滞なく、林地開発 に変更が あった開発行 為者は、遅滞なく、林地開発

行 為 者 住 所 （ 氏 名 ） 変 更 届 （ 第 11 号 様 式 ） を 知 事 行 為 者 住 所 （ 氏 名 ） 変 更 届 （ 第 11 号 様 式 ） を 知 事
（農林水産事務所長）に提出するものとする。 （地域県民局長）に提出するものとする。

（開発行為の承継等） （開発行為の承継等）

第 12 条 開 発 行 為 を 完 了 す る 前 に 相 続 、 譲 渡 、 合 併 第 12 条 開 発 行 為 を 完 了 す る 前 に 相 続 、 譲 渡 、 合 併

その他の事 由により当該開 発行為者の地位を承継し その他の 事由により当 該開発行為者の地位を承継し

た者は、遅滞なく、林地開発行為承継届（第 12 号 た 者 は 、 遅 滞 な く 、 林 地 開 発 行 為 承 継 届 （ 第 12 号
様式）を 知事（農林水産事務所長）に提出するもの 様式）を 知事（地域県 民局長）に提出するものとす

とする。 る。

２ 開発行為 を完了する前に 開発行為者の地位を譲渡 ２ 開発行 為を完了する 前に開発行為者の地位を譲渡

した者は、遅滞なく、林地開発行為譲渡届（第 13 した者は、遅滞なく、林地開発行為譲渡届（第 13
号様式）を 知事（農林水産 事務所長）に提出するも 号様式） を知事（地域 県民局長）に提出するものと

のとする。 する。
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（防災施設の先行設置） （防災施設の先行設置）
第 13 条 開 発 行 為 者 は 、 開 発 行 為 に 当 た り 、 主 要 な 第 13 条 開 発 行 為 者 は 、 開 発 行 為 に 当 た り 、 主 要 な
防 災 施 設 (仮 設 を 含 む 。） の 設 置 を 先 行 す る こ と と 防 災 施 設 (仮 設 を 含 む 。） の 設 置 を 先 行 す る こ と と
し 、 設 置 が 完 了 し た と き は 、 林 地 開 発 行 為 防 災 施 設 し 、 設 置 が 完 了 し た と き は 、 林 地 開 発 行 為 防 災 施 設
工事完了（工区完了）届（第 14 号様式）を知事（農林 工事完了（工区完了）届（第 14 号様式）を知事（地域
水産事務所長）に提出して確認を受けるものとする。 県民局長）に提出して確認を受けるものとする。

２～５ （略） ２～５ （略）

（災害発生時の措置） （災害発生時の措置）
第 14 条 開 発 行 為 者 は 、 開 発 行 為 区 域 内 に お い て 災 第 14 条 開 発 行 為 者 は 、 開 発 行 為 区 域 内 に お い て 災
害が発生し たときは、直ち に必要な応急措置を講じ 害が発生 したときは、 直ちに必要な応急措置を講じ
る等災害の 拡大の防止を図 るとともに、遅滞なく、 る等災害 の拡大の防止 を図るとともに、遅滞なく、
災 害 発 生 届 （ 第 15 号 様 式 ） を 知 事 （ 農 林 水 産 事 務 災害発生届（第 15 号様式）を知事（地域県民局長）
所長）に提出するものとする。 に提出するものとする。

（開発行為の部分完了） （開発行為の部分完了）
第 15 条 次 の 各 号 全 て に 該 当 す る 区 域 に つ い て は 部 第 15 条 次 の 各 号 全 て に 該 当 す る 区 域 に つ い て は 部
分完了でき るものとし、部 分完了の確認を受けよう 分完了で きるものとし 、部分完了の確認を受けよう
とする開発 行為者は、林地 開発行為部分完了届（第 とする開 発行為者は、 林地開発行為部分完了届（第
16-1 号 様 式 ） を 知 事 （ 農 林 水 産 事 務 所 長 ） に 提 出 し 16-1 号 様 式 ） を 知 事 （ 地 域 県 民 局 長 ） に 提 出 し て 確
て確認を受けるものとする。 認を受けるものとする。
(1) ～ (3) （ 略 ） (1) ～ (3) （ 略 ）

（開発行為の完了） （開発行為の完了）
第 16 条 開 発 行 為 が 完 了 し た 開 発 行 為 者 は 、 遅 滞 な 第 16 条 開 発 行 為 が 完 了 し た 開 発 行 為 者 は 、 遅 滞 な
く、林地開発行為完了届（第 16-2 号様式）を知事（農 く、林地開発行為完了届（第 16-2 号様式）を知事（地
林水産事務 所長）に提出し 、完了の確認を受けるも 域県民局 長）に提出し 、完了の確認を受けるものと
のとする。 する。

２ （略） ２ （略）
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（書類の提出先及び提出部数） （書類の提出先及び提出部数）
第 17 条 こ の 要 綱 に 定 め る 書 類 に つ い て は 、 当 該 開 第 17 条 こ の 要 綱 に 定 め る 書 類 に つ い て は 、 当 該 開
発行為地を 管轄する農林水 産事務所長（当該農林水 発行為地 を管轄する地 域県民局長（当該地域県民局
産事務所が 複数であるとき は、当該開発行為地の主 が複数で あるときは、 当該開発行為地の主たる部分
たる部分を 管轄する農林水 産事務所）に提出するも を管轄する地域県民局）に提出するものとする。
のとする。

２ （略） ２ （略）

附則 この要綱は、平成 13年 3月 26日 か ら施行する。 附則 この要綱は、平成 13年 3月 26日 か ら施行する。

附則 この要綱は、平成 19年 4月 27日 か ら施行する。 附則 この要綱は、平成 19年 4月 27日 か ら施行する。

附則 この要綱は、令和 2年 4月 1日 から施行する。 附則 この要綱は、令和 2年 4月 1日 から施行する。

附則 この要綱は、令和 3年 8月 1日 から施行する。 附則 この要綱は、令和 3年 8月 1日 から施行する。

附則 この要綱は、令和 5年 6月 26日 か ら施行する。 附則 この要綱は、令和 5年 6月 26日 か ら施行する。

附則 この要綱は、令和 8年 4月 1日 から施行する。



- 6 -

改 正 後 現 行
別記１ 別記１

青森県林地開発許可申請書類作成基準 青森県林地開発許可申請書類作成基準
１ （略） １ （略）
２ 各図書の作成基準 ２ 各図書の作成基準
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別記２ 別記２ (新 設）

太陽 光又は風力の発電設備の設置を目的
とする開発行為における配慮事項

１ 太 陽 光 又 は 風 力 の 発 電 設 備 の 設 置 を 目 的 と す る
開発行為に係る配慮事項
太 陽 光 又 は 風 力 （ 以 下 「 太 陽 光 等 」 と い う 。） の

発 電 設 備 の 設 置 を 目 的 と す る 林 地 開 発 許 可 の 申 請
者 は 、 申 請 に 際 し 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 配 慮 す
ることとする。

（１）住民説明会の実施等について
太 陽 光 等 発 電 設 備 の 設 置 を 目 的 と す る 開 発 行

為 に つ い て は 、 防 災 や 景 観 の 観 点 か ら 、 申 請 者
は 、 林 地 開 発 許 可 の 申 請 の 前 に 地 域 住 民 等 に 対
す る 説 明 会 の 開 催 等 地 域 住 民 等 の 理 解 を 得 る た
めの取組を実施すること。
な お 、「 地 域 住 民 等 」 の 範 囲 に つ い て は 、「 青

森 県 自 然 ・ 地 域 と 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー と の 共 生
に 関 す る 条 例 施 行 規 則 」（ 令 和 ７ 年 ４ 月 青 森 県 規
則 第 ３ ６ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 「 周 辺 地
域の住民等」を目安とする。

（２）住民説明会等の結果の取扱いについて
（ １ ） に 基 づ き 地 域 住 民 等 へ の 説 明 会 等 を 実

施 し た と き は 、「 環 境 の 保 全 に 関 す る 市 町 村 長 と
の 協 定 書 」 を 締 結 す る 前 に 、 第 2 8号 様 式 に よ り
「「 地 域 住 民 等 の 理 解 を 得 る た め の 取 組 に 係 る 結
果 報 告 書 」 を 作 成 し 、 関 係 市 町 村 に 提 出 す る と
と も に 、 林 地 開 発 許 可 申 請 書 に 添 付 す る 上 記 協
定書に当該報告書の写しを添付すること。
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２ 太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 を 目 的 と す る 開 発 行 為 を
対象とする配慮事項
太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 を 目 的 と す る 林 地 開 発 許

可 の 申 請 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 配 慮 す る
こととする。

（１）太陽光発電事業終了後の措置について
林 地 開 発 許 可 を 受 け て 行 う 太 陽 光 発 電 事 業 の

終 了 後 の 土 地 利 用 の 計 画 が あ り 、 開 発 区 域 に つ
い て 原 状 回 復 等 の 事 後 措 置 を 行 う こ と と し て い
る 場 合 は 、 土 地 所 有 者 と の 間 で 締 結 す る 当 該 土
地使用に関する契約に、太陽光発電事業終了後、
原状回復等する旨を盛り込むこと。

（２）景観への配慮について
太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 を 目 的 と す る 開 発 行 為

を し よ う と す る 森 林 の 区 域 が 、 市 街 地 、 主 要 道
路 等 か ら の 良 好 な 景 観 の 維 持 に 相 当 の 悪 影 響 を
及 ぼ す 位 置 に あ り 、 か つ 、 設 置 さ れ る 施 設 の 周
辺 に 森 林 を 残 置 し 又 は 造 成 す る 措 置 を 適 切 に 講
じ た と し て も な お 更 に 景 観 の 維 持 の た め 十 分 な
配 慮 が 求 め ら れ る 場 合 に あ っ て は 、 太 陽 光 パ ネ
ル や フ レ ー ム 等 に つ い て 地 域 の 景 観 に な じ む 色
彩等にすること。
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第１号様式 第１号様式
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第２号様式 第２号様式
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第３号様式 （略） 第３号様式 （略）

第４号様式 第４号様式



- 12 -

改 正 後 現 行

第５号様式 第５号様式



- 13 -

改 正 後 現 行

第６号様式 第６号様式



- 14 -

改 正 後 現 行

第７号様式 第７号様式



- 15 -

改 正 後 現 行

第８号様式 第８号様式



- 16 -

改 正 後 現 行

第９号様式 第９号様式



- 17 -

改 正 後 現 行

第１０号様式 第１０号様式



- 18 -

改 正 後 現 行

第１１号様式 第１１号様式



- 19 -

改 正 後 現 行

第１２号様式 第１２号様式



- 20 -

改 正 後 現 行

第１３号様式 第１３号様式



- 21 -

改 正 後 現 行

第１４号様式 第１４号様式



- 22 -

改 正 後 現 行

第１５号様式 第１５号様式



- 23 -

改 正 後 現 行

第１６－１号様式 第１６－１号様式



- 24 -

改 正 後 現 行

第１６－２号様式 第１６－２号様式



- 25 -

改 正 後 現 行

第１７号様式 第１７号様式



- 26 -

改 正 後 現 行

第１８号様式 第１８号様式



- 27 -

改 正 後 現 行

第１９号様式 第１９号様式



- 28 -

改 正 後 現 行

第２０号様式～第２７号様式 （略） 第２０号様式～第２７号様式 （略）

第２８号様式 第２８号様式 （新設）


